
交通事故経済的支援一覧（Ｈ３０．１現在）

小中学校
高校（高専、支援学校高
等部、専修学校含む）

大学（短大、大学院含む） その他

越年資金
義務教育終了前の児童
25,000円×人数 支給

入学支度金 ・小中学校入学 50,000円×新規入学人数 支給 育成基金加入者は申込不可（別途制度あり）

進学等支援金
・義務教育終了後直ちに進学
又は就職

50,000円×人数 支給 育成基金加入者は申込不可（別途制度あり）

・家族の死亡・重度障害 100,000円 支給

・災害等により家屋の全壊・半
壊

100,000円 支給

・災害等により家財の損壊 50,000円 支給

交通遺児等貸付
20,000円/月もしくは10,000
円/月（選択制）

（当初一時金） 155,000円

（入学支度金） 44,000円

不履行判決等貸付
100,000～1,000,000円
（未弁済額の2分の１以内）

年３％、1年据置10年以内元利均等払い(弁済あれば一括返還）

後遺障害保険金（共済金）一部
立替貸付

100,000～2,900,000円
（推定保険金額の2分の１以内）

無利子、保険金の請求と受領を機構に委任し、相殺

保障金一部立替貸付
100,000～2,900,000円
（推定保障金額の2分の１以内）

無利子、保障金の請求と受領を機構に委任し、相殺

介護料 障害により29,290～136,880円 支給

修学資金 ○
282,000円/年
（年度途中の申込者は月
割支給）

支給
最高3ヵ年、他制度と併用可
 （財）首都高速道路協会
 （財)阪神高速地域交流センター     でも同様制度あり

卒業祝金 ○ 100,000円 支給
他制度と併用可
 （財）首都高速道路協会
 （財)阪神高速地域交流センター     でも同様制度あり

奨学金 2～4万/月から選択
大学:4万～6万円/月から選
択、大学院:5万～10万円/
月から選択

専修学校専門課程・各種学校:4万
～6万円/月から選択

無利子、6ヶ月据置20年以内返還
他の奨学金とも併用可
年齢制限や貸付期間に制限有

入学一時金 20万～60万円から選択
40万～80万円から選択（大
学院はなし）

専修学校専門課程・各種学校:40万
～80万円から選択

無利子、6ヶ月据置20年以内返還 他の奨学金とも併用可

緊急援護資金 ○ 最高200,000円 無利子、１ヶ月据置40回限度月賦返還

奨学金 ○ 最高20,000円/月 最高20,000円/月 無利子、卒業翌月から96回限度月賦返還

入学準備金 ○ 中学入学100,000円
公立高校100,000円
私立高校200,000円

公立大学200,000円
私立大学300,000円

無利子、6ヶ月据置40回限度月賦返還

損害保険会社

（国土交通省ホームページアドレス）
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/0
4relief/accident/nopolicyholder.html

政府保障事業 自賠責並み 国が加害者に求償

援   助   内   容

返 済 方 法 等 備     考

（財)交通遺児等育成基金
 東京都千代田区麹町4-5
  海事センタービル7F
 03-3237-0158
 月～金曜9:00～17:00
 （祝日年末年始除く）

義務教育終了前
の交通遺児等を
有する自動車事
故被害者家庭等・
生活困窮

緊急時見舞金

機     関
(住所、電話番号、開設日・時間等）

制     度
遺族
のみ
対象

条     件

無利子
貸付期間終了後、半年または１年据置２０年以内均等払い
高校大学等進学の場合は、卒業まで返還猶予

生活困窮

生活困窮

生活困窮、判決不履行（人身損害）

生活困窮、後遺障害

生活困窮、政府保障事業支払予定者

(財)道路厚生会
 東京都千代田区紀尾井町3-12
  紀尾井ビル11F
 03-6674-1761
 月～金曜9:30～17:30
 （祝日年末年始を除く）

東日本・中日本・西日本の各高速道路株式会社の
管理する道路で交通事故により死亡された方の遺
児で経済的理由から修学困難な高校生等

修学資金の援助で高等学校等を卒業した遺児

（独）自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）
大阪主管支所

 大阪市中央区常盤町1-3-8
  中央大通FNビル10F
 06-6942-2804
 月～金、第1，３土曜8:30～17:10
 （祝日年末年始、開業土曜の翌月曜
除く）

生活困窮

介護を要する後遺障害、所得1,000万円以下

ひき逃げ事故、無保険車事故の被害者

(財）交通遺児育英会
 東京都千代田区平河町2-6-1
 平河町ビル３F
 03-3556-0771
 月～金曜9:00～17:30
 （祝日、会の休業日除く）

生活困窮

生活困窮

（財）大阪交通災害遺族会
  大阪市中央区谷町7-4-15
  大阪府社会福祉会館内
  06-6761-5296
 月～金曜9:00～17:00
 （祝日年末年始除く）

会員（府内在住）

会員（府内在住）、親死亡家庭

会員（府内在住）、親死亡家庭

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/0

